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郵便受箱の認定基準及び基準確認方法 
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郵便受箱の認定基準及び基準確認方法 

 

 
1.基準の目的 

 この基進は、郵使受箱の安全性品質及び使用者が誤った使用をしないための必要事項を定め、一

般消費者の生命または身体に対する被害の発生の防止を図ることを目的とする。 

 

2.適用範囲 

 この基進は、一般家庭で郵匠物等を受け入れる金属製及び合成樹脂製の郵便受箱(受口と箱を組み

合わせたもの、箱単体のもの、及びこれらに牛乳受け等が併設されているもの並びに受口単体の

もの。以下「受箱」という)について適用する。 

 ただし団地等の集合住宅に設備する集合郵便受箱を除く。 

 

3.安全性品質 

 受箱の安全性品質は次のとおりとする。 

項  目 基  準 基準確認方法 

１.外観、構造

及び寸法 

 

 

 

 

 

 

１.受箱の外観、構造及び寸法は、次のと

おリとする。 

(1) 手指等の触れる部分には傷害を与え

るようなはリ、まくれ、鋭利部、鋭

い角部等がないこと。 

    また底面には突起物がないこと。 

1. 

 

 

 

 

 

 

項  目 基  準 基準確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 各部の組付けは確実で、き裂、破

損、使用上支障のある緩み、がた

、変形等の異状がないこと。 

 

(3) 厚さ〇未満の金属材料を使用した

ものにあっては、その部は折リ返

し等の処置が施されていること。 

 

(4) 受箱は郵使物等の出し入れが容易

であること。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.強度 

  また牛乳受けが併設されているも

のにあっては、牛乳びん等の出し

入れが容易であること。 

 

 

 

 

 

 

(5) 受箱は雨水がたまらない構造であ

ること。 

  ただし、受ロ単体のものは除く。 

 

２.受箱の強度は次に掲げるとおりで

あって、それぞれについて力を加え

たとき、各部にき裂、破損、使用上

支障のある緩み、がた、変形等の異

状がないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

項  目 基  準 基準確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 受箱上面中央部に〇の力を鉛直に

加えたとき異状がないこと。 

  ただし受ロ単体のものは除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 受箱側面上角部に〇の力を水平に

加えたとき異状がないこと。 

  ただし受ロ単体のものは除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 牛乳受けが併設されているものに

あっては、取扱説明書に記載され

た収容力の〇倍の力を底面に鉛直

に加えたとき、異状がないこと。 

   

 

 



 

項  目 基  準 基準確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 郵便、牛乳等の差入口及び取出口

にとびらを有するものにあっては

、その中央部に〇の力をとびらに

対して垂直に加えたとき異状がな

いこと。 

  ただし、内側に開く方式のとびら

は除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 郵使、牛乳等の差入口及び取出口

にとびらを有するものにあっては

、その先端中夬部に〇の力をとび

らの取リ付け面に対し〇から〇の

角度の範囲内で加えたとき異状が

ないこと。 

  ただし、スライド式のとびらは除

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

項  目 基  準 基準確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.耐漏水性能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 郵使、午乳等の差入口及び取出口

のとびらのつまみ並びにその他装

飾品等がついているものにあって

は、〇の力を取リ付け面に垂直に

加えたとき異状がないこと。 

  ただし、装飾品等でつかないもの

は除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.受箱の上面全域に〇の降雨状態で

連続〇間降水させたとき、峰雨状

態で連続〇間降水させたとき、受

箱内部への漏水は目立たないこと

。 

  ただし、受ロ単体のものは除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



項  目 基  準 基準確認方法 

４.材料 

 

 

 

 

 

４.受箱に用いる材料は、合成樹脂若しく

は耐食性を有する塗装等を施したアル

ミニウム、アルミニウム合金及び鉄素

地のもの、または亜鉛合金、銅合金、

ステンレス鋼、ならびにこれらと同等

以上の耐食性を有する金属のこと。 

  また受箱に付属するネジ等の材料は、

ステンレス鋼、またはこれと同等以上

の耐食性を有する金属であること。

  

４ 

 

 

項  目 基  準 基準確認方法 

５.塗膜の密着

性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６.付属品 

 

 

 

５.受箱表面に塗装が施されているものに

あっては、ごばん目試験を行ったとき

著しい剥がれがないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６.受箱の付属品は次のとおりとする。 

(1) 付属品は受箱の使用上の安全性を損 

わないものであること。 

 

 

 

(2) 電気用品取締法が適用されるものに

あっては同法に適合していること。

またチャイムスイッチ等、電気器具

の機能は正常であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.表示及び取扱説明書 

  受箱の表示及び取扱説明書は次のとりとする。  

項  目 基  準 基準確認方法 

１.表示 

 

 

 

 

 

 

 

２.取扱説明書 

 

１.製品には、容易に消えない方法で次の

事項を表示す 

(1) 申請者(製造業者、輸入業者等)の名 

称またはその略号。 

 

(2) 製造年月、もしくは輸入年月または

その略号。 

 

２.製品には、次に示す趣旨の取扱い上の

注意事項を明示した取扱説明書を添付

すること。 

  なお、一般消費者が容易に理解できる

よう図で明示するのが望ましい。 

(1) 取扱説明書を必ず読み、読んだあと

保管すること。 

 

(2)取付けの要領、場所及び注意。 

 (a)壁面等への取リ付け方法及び取り付

け部品が別売のものにあってはその

寸法等。 

 (b)受ロ単体のものにあっては、ひさし

等、雨除けのある場所に設置するこ

と。 

 (c)電気器具で配線工事(ア-ス工事を含

む) を必要とするものは必す電気工

事店に依頼すること。 

 (d)通行の妨げとなる場所を避けて取り

付ける 

 (e)取リ付けが安全、かつ確実であるこ

とを時々点検すること。 

 

(3) 牛乳受けが併設されているものにあ

ってはその収容能力。 

 

(4) 使用上の注意。 

 (a)破損、故障、変形等したままで使用

しないこと。 

 



 (b)受箱の上に重い物を載せたリ、寄リ

かかたったリしないこと。 

 (c)電気器具がついているものにあって

は、使用時及び異状時、並びに電球

の取り替え時等の部品を交換する際

の取扱上の注意。 

 

(5) 製造業者、輸入業者または、販売業

者の名称及びその住所。 

 


